
船舶事故等調査報告書 

平成２７年６月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第１２９号 

事故等種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２６年１０月１８日  ００時３８分ごろ 

発生場所 鹿児島県志布志
し ぶ し

市志布志港 

 志布志港南防波堤灯台から真方位０５６°１,７５０ｍ付近 

（概位 北緯３１°２７.４３′ 東経１３１°０６.４１′） 

事故等調査の経過 平成２６年１２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

液体化学薬品ばら積船  海誠
かいせい

丸、３３２トン 

 １４１３２４、Ｏ.Ｍ.物流株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海）（旧就業範囲） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船  右舷後部外板に凹損を伴う擦過傷 

防波堤  側面に船体塗料付着 

 事故等の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、船長が単独で操船に当たり、レ

ーダーを２海里（Ｍ）レンジ、ＧＰＳプロッターを０.２Ｍレンジと

してそれぞれ作動させ、平成２６年１０月１８日００時２０分ごろ志

布志港外港地区第１突堤Ａ岸壁を離れた。 

船長は、離岸後、東防波堤（Ａ）、東防波堤（Ｂ）及び沖防波堤

を、それぞれ左舷方に約０.１～０.１５Ｍの距離を隔て、それらの防

波堤にほぼ平行して航行するつもりで南南西進する針路とし、自動操

舵として舵輪から離れ、操舵室内の照明を点灯してコーヒーを入れ始

めた。 

船長は、操舵室内の照明を消灯して舵輪の前に戻り、手動操舵に切

り替えて航行していたところ、船首方１００ｍ付近に防波堤を認め、

舵が左に切られていたことに気付き、防波堤を避けようとして更に左

舵を取って左転中、００時３８分ごろ本船の右舷後部外板が沖防波堤

に衝突した。 

  船長は、船位を確認して沖防波堤の北西面に衝突したことを知り、

予定針路に戻って航行を続け、港外に至って錨泊し、航行に支障のあ

る損傷がないことを確認して、１９日午前、本事故発生場所に戻り、

防波堤の損傷を確認した上で海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  北、風力  １、視界 良好 

海象：海上  平穏、潮汐 上げ潮の末期 

月出時刻：０１時０５分ごろ 



分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

本船は、志布志港内を南南西進中、船長が、自動操舵から手動操舵

に切り替えた際、左舵を取った状態となったことから、沖防波堤に向

首する状況となり、沖防波堤に衝突したものと考えられる。 

本船が、自動操舵から手動操舵に切り替えた際、左舵を取った状態

となったことについては、明らかにすることはできなかった。 

船長は、離岸後に一旦操舵室内の照明を点灯したことから、目が暗

闇に慣れず、船首方約１００ｍに接近するまで防波堤に気付かなかっ

た可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、志布志港内を自動操舵で南南西進中、船

長が、手動操舵に切り替えた際、左舵を取った状態となったため、沖

防波堤に向首する状況となり、沖防波堤に衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・港内の構造物付近を航行中は、針路保持に細心の注意を払うこ

と。 

・ＧＰＳプロッター等の航海計器を有効に活用し、船位の確認を随

時かつ確実に行うこと。 

・夜間航行中は、安易に操舵室内の照明を点灯しないこと。 

 


